
平成 30 年第 6回農業委員会総会議事録 

 

開 催 

 

日 時 

                     自  8時30分 

平成３０年６月２７日 

                     至  9時05分 

場 所 壮 瞥 町 役 場   大 会 議 室 

 

出 

 

席 

 

状 

 

況 

 

 

 

 

 

 

出席委員 

委 員  １ 番  松 本  敏 春 

委 員  ２ 番  畠 山  惠美子 

委 員  ３ 番  堀 口  英 男         

委 員  ４ 番  岩 倉    隆 

委 員  ６ 番  清 水  俊 一 

委 員  ７ 番  杉 村  和 男 

委 員  ８ 番  南    和 孝 

 

欠席委員 

 

 

  ・事務局長   齊 藤  英 俊 

  ・主  幹   土 門  秀 樹 

 

議 

事 

日 

程 

 

 

 

 

議案第１号 農用地の買入協議に係る要請書の提出の可否につ

      いて 

議案第２号 専門委員の選任について 

議案第３号 地区農業委員の選任について 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

議長は、会議録署名委員に次の２名を指名した。 

委 員  ２ 番  畠 山  惠美子 

委 員  ３ 番  堀 口  英 男 



 

議     事     録 

 

・会長挨拶の後、平成３０年第６回農業委員会総会を宣し、日程第１議

事録署名委員２名を指定し、日程第２会期の決定をした後、日程第３事

務報告を読み上げた。 

 

議長 南  和 孝 

 日程第４のうち議案第１号 農用地買入協議に係る要請書の提出の可

否についてを議題といたします。事務局長説明願います。 

  

事務局長 

  ・議案第１号 農用地買入協議に係る要請書の提出の可否ついて説明 

１所在地･地番 壮瞥町字●●-●● 公簿･現況地目 田 面積 ●●●●㎡ 

       壮瞥町字●●-●● 公簿･現況地目 畑 面積 ●●●●㎡ 

                             計２筆 計  ●●●●㎡ 

  所有権移転申出者 ●●町●●-●●     氏名 ●●  ●● 

  農用地の買入協議の要請までの経過 

  ○申出日 平成３０年●月●●日 

  ○壮瞥町農業委員会協議会の利用調整期間 

       平成３０年●月●●日～平成３０年●月●●日 

  ○利用調整上の問題点 

   売手の●●  ●●氏はすぐに売りたいが、すぐに買える人がいな 

  い。しかし、農地保有合理化事業にのせることにより買受出来る認 

  定農業者がいるので、農地保有合理化法人への買入協議の要請が必 

  要である。 

    ○要請内容 

    要請先 壮瞥町長 佐藤 秀敏 

   要請内容 所有権移転申出があった農用地について、公益財団法 

        人北海道農業公社による買入が特に必要と認められ 

        るので、壮瞥町長から申出者に対して同公社が買入協 

        議を行う旨通知するよう要請する。 

 

 



議長 南  和 孝                                               

  ただいま事務局長が説明をいたしました農用地の買入協議に係る要請

書の提出の可否について ご意見、ご質問を伺います。 

７番杉村委員 

 

７番杉村委員 

７番杉村です。 

 本申請手続のとおり進めていただければと思いますのでよろしいと思

います。 

 

議長 南  和 孝 

 ただいま、杉村委員より要請書の可否について可ということでご意見

をうかがいました。他にご意見、ご質問ございますか。 

 特に発言がなければ、農用地の買入協議に係る要請書を提出をするこ

とについてご異議ございませんか。 

   

 ――――――――――「良い」という声多数 ―――――――― 

 

議長 南  和 孝 

 ご異議なしと認め原案のとおり要請書の提出をすることといたします。 

 続きまして日程第４のうち議案第２号専門委員の選任についてを議題

といたします。事務局長説明願います。 

 

事務局長 

 本会議規則第１７条の規程によって、次の専門委員を選任するものと

する。規程では農業振興委員４名、農地調整委員４名という人数の規程

があります。農業振興委員が１名減となったため選任したいと思います。 

 

議長 南  和 孝 

 ただいま、事務局長が説明いたしました 専門委員の選任について事務

局長説明のとおり農業振興委員が１名減となったことから暫時休憩をし

て検討いたします。 

 

 



議長 南  和 孝                                             

  暫時休憩を閉じ、休憩前に続き会議を開きます。 

 ただいま 暫時休憩中に協議いたしました専門委員について、清水委

員でよろしいか伺います。 

 ご異議ございませんか。 

  

    ――――――――――「良い」という声多数 ―――――――― 

議長 南  和 孝                                             

  ご異議なしと認め、農業振興委員は清水俊一委員に決定いたします。 

 続きまして日程第４のうち議案第３号 地区別の担当委員の選任につ

いてを議題といたします。事務局長説明願います。 

 

事務局長 

 本件につきまして、関委員の急逝に伴い欠員となった部分の地区委員

の選任となります。関委員は湖畔地区と滝之町地区を兼務されておりま

したのでこの地区を決めていただく事となります。以上です。 

 

議長 南  和 孝 

 ただいま、事務局長が説明いたしました地区別の担当委員の選任につ

いて暫時休憩をして検討いたします。 

 

議長 南  和 孝 

  暫時休憩を閉じ、休憩前に続き会議を開きます。 

 ただいま 暫時休憩中に協議いたしました地区別の担当委員について、

湖畔地区 畠山惠美子委員、滝之町地区 堀口英男委員でよろしいか伺い

ます。 

  

――――――――――「良い」という声多数 ―――――――― 

 

議長 南  和 孝 

  それではご異議なしと認め、湖畔地区 畠山委員、滝之町地区 堀口委

員原案のとおり決定いたします。 

  本日附議された案件は全部終了いたしました。 

  なお、引き続き協議を行います。 


